
基 本 施 策 (3) 地域でつながるえひめ農業を目指します

施 策 の 展 開 方 向 ⑤ 関係機関･団体の連携を促進します

具体的な推進事項 1
食料・農業・農村に関する団体との連携を強化
します

○連携強化による取組
【取組】

・地域農業の発展のため、各地区段階に農業改良普及事業推進協議会を設置し、関係機関が連
携して地域の課題を解決

【成果】
・JA、市町、県の連携強化（各地区２～４回/年）

【関係事業】
・普及活動促進費：34,518千円

（うち農業改良普及事業推進協議会分：600千円）

○広域連携型農林水産研究課題への対応
【取組】

・農林水産業における技術的課題解決のため、県内に拘ることなく広域的な産学官等の連携に
よる試験研究を実施

【成果】
・広域連携型農林水産研究課題数：33課題

（内訳：農業８、果樹８、畜産１、林業５、水産11）

【関係事業】
・広域連携型農林水産研究開発事業費：48,472千円

内訳：農業8,026千円、果樹18,197千円、畜産1,520千円
林業1,629千円、水産19,100千円

○えひめ愛フード推進機構の取組推進
【取組】

・生産者、市町、JA、報道機関等と連携し、農林水産物のブランド化や販路開拓を推進
【成果】

・えひめ愛フード推進機構会員数・賛助会員：59団体
【関係事業】

・えひめの農林水産物販売拡大サポート事業費：13,030千円

基 本 施 策 (3) 地域でつながるえひめ農業を目指します

施 策 の 展 開 方 向 ④ 快適で安全・安心な農村の暮らしを実現します

具体的な推進事項 4
地域の資源を活かした再生可能エネルギーの活用を
促進します

○再生可能エネルギーの取組促進
【取組】

農山漁村において、農林漁業と調和をとりながら再生可能エネルギーを導入していくため、
① 発電設備を整備する際に必要となる、農地や森林などの資源の利用に係る許可等の適正な手続き
② 市町や地域に対し、新技術や優良事例に係る情報提供
③ 「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する

法律」に基づく市町からの協議に対し、ワンストップ窓口を整備
などを実施

【成果】
・①～③により、令和６年度までに上記法律に基づき、愛南町・宇和島市・内子町・久万高原

町において風力・太陽光・木質バイオマス・水力発電設備を整備（整備途中を含む）


